
証券コード1724
平成27年６月８日

株 主 各 位
名古屋市中区千代田二丁目21番18号

代表取締役社長 山 口 正 裕
第53期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第53期定時株主総会を下記のとおり開催致しますのでご出席頂きま
すようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討頂きまして、同封の議
決権行使書用紙に賛否をご表示頂き、平成27年６月25日（木曜日）午後５時30
分までにご返送くださいますようお願い申しあげます。

　敬　具
記

1. 日 時 平成27年６月26日（金曜日）　午前10時
2. 場 所 名古屋市中区千代田二丁目21番18号

シンクレイヤ株式会社　３階会議室
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください）

3. 会議の目的事項
報 告 事 項 １．第53期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）

事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人
及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第53期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 　定款一部変更の件
第２号議案
第３号議案

　取締役６名選任の件
　補欠監査役１名選任の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申しあげます。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載すべき事項を
修正する必要が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイ
ト（http://www.synclayer.co.jp/）に掲載致しますのでご了承ください。
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［添付書類］
事　 業　 報　 告
(平成26年 4 月 1 日から

平成27年 3 月31日まで)
１．企業集団の現況に関する事項

⑴　事業の経過及びその成果
　当連結会計年度における日本経済は、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反
動が懸念されましたが、政府の経済政策や日銀の金融緩和により企業収益が改善
する中、設備投資も持ち直しを続けるなど、景気は穏やかな回復基調となりまし
た。一方、原油価格の急激な下落はあるものの、全体的には円安傾向による原材
料コストの高騰により、先行きは不透明な状況で推移しました。
　ケーブルテレビ業界におきましては、ケーブルテレビ加入者数は平成26年９月
末現在では世帯普及率の51.5％にあたる2,883万世帯（前年同月末加入者数は
2,831万世帯）と増加しております。また通信会社への対抗上、FTTH（光ファ
イバーによる家庭向け通信インフラ）への移行を進める事業者が増え、設備投資
は回復しつつあります。
　このような状況の下、当社グループは、FTTH関連では伝送路とヘッドエンド
設備の冗長化（回線経路や機器の二重化などにより、障害発生時にシステムを止
めない仕組み）を実現する「R-PONシステム」に加えて、HFC（光ファイバー
と同軸ケーブルを組み合わせた従来型の伝送路システム）からFTTHへの段階的
な移行を可能にする「R-PON＋（プラス）システム」を発表し、放送系・通信系
機器の管理を一元化できる「統合管理システム」、広範囲の光受信レベルに対応
できる業界最小クラスの広受光範囲型ONU、高速インターネット関連システム
では、新たにG-PON（2.5Gbpsの速度で通信が可能な光通信システム）システ
ムと共に、国内初のDOCSIS3.0対応のケーブルメディアコンバータ（高速の光
通信と従来の同軸システムを接続可能とする伝送方式交換機）の提案を致しまし
た。また、HFC関連では既存のシステムに対する高度化を、インターネット関連
では無線LANに対応した高速ケーブルモデムを、地方自治体などに向けては告知
放送システムや防災情報ステーションを提案して参りました。
　しかしながら、受注した大口FTTH工事等の売上計上が一部次年度以降となっ
たことから、連結売上高は8,041百万円（前期比4.7％減）となりました。利益に
つきましては、市場競争激化に伴う粗利率の低下に加え、市場環境変化による工
事材料に占める自社製品の減少、大型工事案件の工期長期化、円安による原材料
コストの増加要因が重なったことから、営業損失は162百万円（前期は114百万
円の利益）、経常損失は168百万円（同133百万円の利益）、繰延税金資産の大
部分を取り崩した事から、当期純損失は682百万円（同47百万円の利益）となり
ました。
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　期末配当につきましては、業績及び財務状況等を勘案致しました結果、誠に遺
憾ながら見送りとさせていただきます。
　株主の皆様には、深くお詫び申しあげますとともに、企業価値の向上及び収益
体質の改善に向け、更なる経営努力を重ねてまいる所存でございます。
　何卒、ご了承賜りますようお願い申しあげます。

　各部門の業績は、次のとおりであります。
　（トータル・インテグレーション部門）

　受注した大口FTTH工事等の売上計上が一部次年度以降となったことによ
り、当部門の連結売上高は5,871百万円と前期に比べ70百万円（前期比1.2％
減）の減収となりました。

　（機器インテグレーション部門）
　全般的に工事受注となる案件に注力したこと、主に海外輸入商品の利幅が
円安により縮小したことから、当部門の連結売上高は2,169百万円と前期に
比べ322百万円（同12.9％減）の減収となりました。

部門別売上高
（単位：百万円）

事業部門
第　51　期

(H24/4～H25/3)

第　52　期

(H25/4～H26/3)

第　53　期
（当連結会計年度）
(H26/4～H27/3)

トータル・インテグレーション部門 4,725 5,942 5,871

機 器 イ ン テ グ レ ー シ ョ ン 部 門 2,410 2,491 2,169

合 計 7,135 8,434 8,041

⑵　設備投資等の状況
　当連結会計年度の設備投資の総額は84百万円となり、その主たるものは金型、
測定器等の生産及び研究開発用の設備に対する投資によるものです。これらの所
要資金は、自己資金によっております。
　なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

⑶　資金調達の状況
　特記事項はありません。
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⑷　対処すべき課題
　当社グループは、業界に先駆けた新技術開発による事業の成長を推進するとと
もに、グループ体制の効率化により徹底的な経費削減に取り組み、安定かつ継続
的な利益を生みだす企業体質への変換を図ってまいります。
　ケ－ブルテレビ業界も従来の高成長から安定成長へ変化する一方、より高度
化・低コスト化サ－ビスのニ－ズは強く、当社グループはケーブルでの技術開発
や経験を活かしつつ、今後益々伸びて行くFTTH関連製品に加えIP分野でも他社
との差別化を図るべく競争力のある製品開発に注力してまいります。
　また、戦略的なパ－トナ－シップ提携などによる新市場の開拓、販路拡大や
OEM（相手先ブランドでの製造）受注獲得にも積極的に挑戦してまいります。
　当社グループ内におきまして、国内工場と海外製造工場の活用、コストの削 
減、財務体質の一層の改善を図り、安定的な収益確保に向けた体制づくりを推進
してまいります。
　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご指導を賜りますよう
お願い申しあげます。
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⑸　財産及び損益の状況の推移
①　企業集団の財産及び損益の状況の推移

区　分
第　50　期

(H23/4～H24/3)

第　51　期

(H24/4～H25/3)

第　52　期

(H25/4～H26/3)

第　53　期
（当連結会計年度）
(H26/4～H27/3)

売 上 高 （百万円） 6,301 7,135 8,434 8,041
経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 ( △ )（百万円） △204 △209 133 △168
当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 (△ )（百万円） △224 △147 47 △682
１ 株 当 た り 当 期
純 利 益 又 は
１ 株 当 た り 当 期
純 損 失 ( △ )

（円） △61.80 △40.65 13.16 △187.57

総 資 産 （百万円） 6,739 8,139 7,701 7,028
純 資 産 （百万円） 1,964 1,851 1,921 1,224
(注)1.　第50期においては、FTTH（光ファイバーによる家庭向け通信インフラ）関連機器に加えIP

分野でも他社との差別化を図るべく競争力のある製商品の開発及び販売を展開してまいり
ましたが、平成24年3月期内に期待しておりました投資案件が先送りになる等により、売上
高は、6,301百万円（前期比29.8％減）となりました。また、工場生産高が減少したことに
より稼働率が低下した結果、売上原価率が上昇したため、経常損失204百万円、当期純損失
224百万円の計上となりました。

 　 2.　第51期においては、前期より続く投資案件の手控えが上期まで影響したものの、FTTHへの
移行やWi-Fi等の無線LANサービスを導入する事業者が増え、複数の大型FTTH工事案件を
獲得するなど受注高が回復したことにより、売上高は、7,135百万円（前期比13.2％増）と
なりました。また、受注競争激化による利益率の低下と上期の落ち込みがカバーできず、経
常損失209百万円、当期純損失147百万円の計上となりました。

 　 3.　第52期においては、FTTH関連では伝送路の冗長化を可能にする「R-PONシステム」を、
インターネット関連ではケーブルWi-Fiシステム及び無線LANに対応した高速ケーブルモ
デムを、その他、地方自治体向けにFM告知放送システムを提案したことなどにより、複数
の大型FTTH工事案件を獲得するなど受注高が回復し、売上高は、8,434百万円（前期比
18.2％増）となりました。また、円安進行による原材料高騰などにより利益率が低下しまし
たが、経費圧縮に努め、経常利益133百万円、当期純利益47百万円の計上となりました。

 　 4.　第53期（当連結会計年度）の状況につきましては、「１．企業集団の現況に関する事項　⑴
事業の経過及びその成果」をご参照ください。

②　当社の財産及び損益の状況の推移

区　分
第　50　期

(H23/4～H24/3)

第　51　期

(H24/4～H25/3)

第　52　期

(H25/4～H26/3)

第　53　期
（当事業年度）

(H26/4～H27/3)
売 上 高 （百万円） 5,760 6,682 7,958 7,547
経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 ( △ )（百万円） △192 △166 117 △123
当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 (△ )（百万円） △203 △115 54 △638
１ 株 当 た り 当 期
純 利 益 又 は
１ 株 当 た り 当 期
純 損 失 ( △ )

（円） △55.82 △31.74 15.03 △175.60

総 資 産 （百万円） 6,403 7,924 7,432 6,725
純 資 産 （百万円） 1,698 1,593 1,615 944
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⑹　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社との関係

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

名 称 資本金 出資比率 主要な事業内容

ケ ー ブ ル シ ス テ ム
建 設 株 式 会 社

千円
20,000

％
100.00 ケーブルテレビシステムの設計、施工、メンテ

ナンス

愛知電子(中山)有限公司
千人民元
17,826

％
100.00 ケーブルテレビ機器及び関連機器の製造、販売

⑺　主要な事業内容
　当社グループは、ケーブルテレビ施設のシステムの最適化を図ることを目的と
したケーブルシステム・インテグレーション事業を主な事業としております。
　事業の内容と致しましては、ケーブルテレビ事業者に対して、その施設の構築
に関し、システム全般を効率的にまとめ上げ、システムの設計、機器の選定、施
工、保守管理等を行う「トータル・インテグレーション部門」と、システムに最
適な機器の選定、販売を行う「機器インテグレーション部門」があります。
　また、ケーブルテレビ関連機器を同業他社より製造依頼を受けOEMで生産を行
うほか、ビルや集合住宅のテレビ共聴システムの設計・施工、大規模コンベンシ
ョン施設内のデータ通信機能の構築など、ケーブルを利用した一定エリア内での
ネットワーク構築を行っております。
　当事業の主要な販売先でありますケーブルテレビ事業者の持つ課題、要望を解
決するため、「事業計画分析・支援」、「ネットワーク設計」、「ネットワーク
構築」、「システム運用支援、保守」等の包括的なきめの細かいサービスの提供
を行っております。
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⑻　主要な営業所及び工場（平成27年３月31日現在）
①　当社

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

本 社 名 古 屋 市 中 区 北 陸 営 業 所 富 山 県 富 山 市
東 京 支 社

東 京 営 業 部 東 京 都 中 央 区 西 日 本 支 店
大 阪 営 業 部 大 阪 市 東 淀 川 区

東 北 営 業 所 仙 台 市 太 白 区 山 陰 営 業 所 鳥 取 県 米 子 市
中 部 支 店

名 古 屋 営 業 部 名 古 屋 市 中 区 広 島 営 業 所 広 島 市 西 区

岐 阜 営 業 所 岐 阜 県 可 児 市 福 岡 営 業 所 福 岡 市 博 多 区

三 重 営 業 所 三 重 県 津 市 可 児 工 場 岐 阜 県 可 児 市

②　子会社
名 称 所 在 地

ケ ー ブ ル シ ス テ ム 建 設 株 式 会 社 名 古 屋 市 中 区

愛 知 電 子 （ 中 山 ） 有 限 公 司 中 華 人 民 共 和 国  広 東 省  中 山 市

⑼　従業員の状況（平成27年３月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減
名 名

296 16減

（注）従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除く）であり、臨時従業員（年
間平均人員28名）は含んでおりません。

②　当社の従業員の状況
従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

名 名 歳 年

208 6減 42.7 19.1

（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除く）であり、臨時従業員（年間平均人員19
名）は含んでおりません。
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⑽　主要な借入先（平成27年３月31日現在）
（単位：百万円）

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 718

株 式 会 社 十 六 銀 行 371

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 286

２．会社の株式に関する事項

⑴　発行可能株式総数 11,735,120株

⑵　発行済株式の総数 4,033,780株（自己株式429,183株を含む）

⑶　株主数 1,080名

⑷　大株主（上位10名）

 株　　　主　　　名
持　　株　　数

（株）
持　株　比　率

（％）
山 口 正 裕 1,034,230 28.69

川 本 志 保 子 246,600 6.84

シ ン ク レ イ ヤ 社 員 持 株 会 241,210 6.69

山 口 嘉 孝 109,000 3.02

山 口 愛 子 80,880 2.24

日本証券金融株式会社 74,700 2.07

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 72,000 1.99

松井証券株式会社 61,100 1.69

株式会社十六銀行 60,000 1.66

株式会社ＳＢＩ証券 59,500 1.65
（注）１．当社は、自己株式を429,183株保有しておりますが、上記大株主からは除外しておりま

す。
２．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

⑸　その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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３．会社の新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。

４．会社役員に関する事項
⑴　取締役及び監査役の氏名等
会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 山 口 正 裕 愛知電子（中山）有限公司 董事長

常 務 取 締 役 青 山 繁 行 営業推進本部長
愛知電子（中山）有限公司 董事

取 締 役 國 江 　 敏 管理本部長
愛知電子（中山）有限公司 董事

取 締 役 竹 内 幸 夫 営業本部長

取 締 役 山 口 嘉 孝 可児工場長

取 締 役 渡 辺 佳 照 ケーブルシステム建設株式会社　代表取締役社長

常 勤 監 査 役 成 田 篤 彦 ケーブルシステム建設株式会社　監査役

監 査 役 葛 谷 昌 浩 公認会計士葛谷昌浩事務所所長

監 査 役 渡 邉 綾 子 石原総合法律事務所弁護士

（注）１．地位並びに担当及び重要な兼職の状況は、平成27年３月31日現在のものであります。
２．常勤監査役成田篤彦氏、監査役葛谷昌浩氏及び渡邉綾子氏は、社外監査役であります。
３．監査役葛谷昌浩氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の

知見を有するものであります。
４．平成26年７月１日付で取締役の地位及び担当を以下のとおり変更しております。
　　・取締役青山繫行は、取締役から常務取締役に就任いたしました。
５．当社は、常勤監査役成田篤彦氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員とし

て、東京証券取引所に届け出ております。
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⑵　当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額
区　　　分 　支給人員（名） 　報酬等の額（百万円）

取　　　締　　　役 6 66

監　　　査　　　役
（うち社外監査役）

4
(4)

8
(8)

合　　　　　　　計
（うち社外役員）

10
(4)

74
(8)

（注）１．報酬等の額には、使用人兼務取締役４名に対する使用人給与等相当額18百万円は含まれて
おりません。

２．監査役の報酬等の額には、平成26年６月26日開催の第52回定時株主総会終結の時をもっ
て退任した監査役１名の在任中の報酬等の額が含まれております。

⑶　社外役員に関する事項
①　重要な兼職先と当社との関係

イ．監査役葛谷昌浩氏は、公認会計士葛谷昌浩事務所の所長であります。なお、
当社と兼職先との間には、特別の関係はありません。

ロ．監査役渡邉綾子氏の所属している石原総合法律事務所との間に顧問契約を
締結しております。

②　当事業年度における主な活動状況
主　　な　　活　　動　　状　　況

常勤監査役　成田 篤彦

当事業年度に開催された取締役会（20回開催）及び監査役会（４回開
催）の全てに出席致しました。常勤監査役として、公正かつ独立の立場
から取締役会の意思決定及び取締役の業務執行の適法性と合理性を確
保するための助言・提言を行なっております。また、監査役会におい
て、当社の監査業務について適宜、必要な発言を行なっております。

監　査　役　葛谷 昌浩
当事業年度に開催された取締役会に20回中13回出席し、監査役会（４
回開催）の全てに出席致しました。取締役会及び監査役会において、公
認会計士としての専門的見地から、適宜必要な発言を行なっておりま
す。

監　査　役　渡邉 綾子
就任後に開催された取締役会に14回中10回出席し、監査役会に３回中
全ての回に出席致しました。取締役会及び監査役会において、弁護士と
しての専門的見地から、適宜必要な発言を行なっております。

③　責任限定契約の内容の概要
当社と各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める

最低責任限度額であります。
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５．会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

⑵　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 20百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上
の利益の合計額 20百万円

(注)　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度
に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

⑶　非監査業務の内容
該当事項はありません。

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると
判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、又は、監査役会の請求に基づい
て、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることと致します。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する
と認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任
致します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株
主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告致します。
（注）「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年５

月１日に施行されたことに伴い、会計監査人の解任又は不再任に関する議案
の決定機関を、取締役会から監査役会に変更しております。

なお、上記には事業年度中における方針を記載しております。

⑸　責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。
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６．会社の体制及び方針
⑴　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他業務の適正を確保するための体制
　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりで
あります。

（注）上記には事業年度中の体制を記載しておりますが、「会社法の一部を改正する
法律」（平成26年法律第90号）及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」
（平成27年法務省令第６号）が平成27年５月１日に施行されることに伴い、平
成27年５月25日開催の当社取締役会の決議により内容を一部改定しております。
なお、改定内容は当社グループの業務の適正を確保するための体制及び監査に関
する体制について当社グループの現状に則した見直し及び法令の改正に合わせ
て具体的かつ明確な表現への変更をしたものであります。

①　取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制
　法律や社会的な倫理、規範を守って行動する法令遵守（以下「コンプライア
ンス」）体制に係る規程を整備し、取締役及び使用人に法令・定款の遵守を徹
底するとともに、内部統制の構築及び維持・向上を推進する。
　監査部は、各部門の業務遂行、コンプライアンスの状況等について監査を実
施し、代表取締役社長にその結果報告を行う。また、法令違反その他法令上疑
義のある行為等についての社内報告体制として、内部通報制度を構築し運用す
る。

②　取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務執行に係る情報は、社内規程に定めるところにより、文書又は
電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。取締役及び監査役は、それら
の情報を閲覧できるものとする。

③　リスク管理に関する規程及び体制
　リスク管理に係る規程を整備し、各部門の担当業務に付随するリスクについ
ては、当該部門にて個別規程、ガイドライン、マニュアルの整備、研修の実施
などを行うものとし、組織横断的なリスク状況の監視並びに全社的対応は、管
理本部にて行うものとする。
　監査部は、法務部と連携し、各部門におけるリスク管理の状況を監査し、そ
の結果を定期的に経営会議に報告する。また、リスクが顕在化した場合には、
迅速かつ組織的な対応を行い、損害を最小限に抑える体制を整える。

④　取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
　以下の経営管理システムにて、取締役の職務執行の効率化を図る。
　　・　社内規程による職務権限・意思決定ルールの整備及び明確化。
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　　・　経営に関する重要な事項につき多面的な検討を行うため、経営会議に
て協議する。

　　・　取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画及び毎年策定され
る年度計画に基づき各部門が実施すべき具体的な年度目標と予算の設
定及びそれに基づく月次、四半期予実管理の実施。

⑤　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社グループ会社に対して、協議事項、報告事項、その他コンプライアンス
に係る事項等を定めた規程を整備し、グループ会社の重要事項の決定、情報の
共有化を図るとともに、当社グループ全体のコンプライアンス体制を維持する。
　監査部により、当社及びグループ各社の業務遂行状況等の監査を実施する。
また、グループ会社における法令違反その他コンプライアンスに関する重要な
事項を発見し是正することを目的として、内部通報制度の範囲をグループ全体
とする。

⑥　監査役の職務を補助すべき使用人
　監査役会が監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、こ
れを置くこととする。当該使用人の人事及び人事処遇等については、取締役会
と監査役会が事前に協議の上決定する。

⑦　監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
　監査役の職務を補助する使用人の任命・異動、人事考課については監査役会
の同意を得るものとする。また、監査役より監査業務に必要な命令を受けた使
用人は、その命令に関して、取締役及び監査部長等の指揮命令を受けないもの
とする。

⑧　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に
　　関する体制

　取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、全社的に重大な
影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報制度を利用した通報の状況
及びその内容、その他各監査役がその職務遂行上報告を受ける必要があると判
断した事項について速やかに報告、情報提供を行うものとする。

⑨　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査役（監査役会）は、監査部、関連会社監査役との相互連携保持のほか、
代表取締役社長との定期的意見交換を通じての総合認識を共有する。また、監
査役（監査役会）が、その職務を遂行するうえで必要と判断するときは、独自
に弁護士・会計士等の外部専門家を活用するものとする。

⑩　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
　シンクレイヤグループ各社及びその役員社員等は、反社会的な活動、勢力に
対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断するものとし、そのため
の社内規則及び社内体制を整備し、適切に運用することを基本方針とする。
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⑵　会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

⑶　剰余金の配当等の決定に関する方針
当社の剰余金の配当等の決定に関しましては、将来の事業展開と経営体質の強

化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して行うことを基
本的な方針としております。

　事業報告中に記載しております金額は、表示単位未満を切捨てております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成27年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

( 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
完 成 工 事 未 収 入 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
未 成 工 事 支 出 金
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
土 地
そ の 他

無 形 固 定 資 産
投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

繰 延 資 産
社 債 発 行 費

4,420
845
680

1,966
508
29
10

169
71

139
△1

2,606
1,962

267
50

1,520
124
57

586
463
14

113
△4

0
0

流 動 負 債 3,350
支払手形及び買掛金 972
工 事 未 払 金 533
短 期 借 入 金 750
1年内返済予定の長期借入金 707
1年内償還予定の社債 60
未 払 法 人 税 等 5
未 成 工 事 受 入 金 4
賞 与 引 当 金 45
そ の 他 272

固 定 負 債 2,453
長 期 借 入 金 1,057
退職給付に係る負債 1,395

負 債 合 計 5,804
( 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 1,103
資 本 金 411
資 本 剰 余 金 390
利 益 剰 余 金 421
自 己 株 式 △120

その他の包括利益累計額 121
その他有価証券評価差額金 1
為 替 換 算 調 整 勘 定 121
退職給付に係る調整累計額 △2

純 資 産 合 計 1,224
資 産 合 計 7,028 負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,028
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連 結 損 益 計 算 書
(平成26年 4 月 1 日から

平成27年 3 月31日まで)
（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 8,041
売 上 原 価 6,626

売 上 総 利 益 1,414
販売費及び一般管理費 1,577

営 業 損 失 162
営 業 外 収 益

受 取 利 息 0
受 取 配 当 金 7
紹 介 手 数 料 1
保 険 解 約 返 戻 金 0
そ の 他 7 16

営 業 外 費 用
支 払 利 息 20
そ の 他 1 22
経 常 損 失 168

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 91
投 資 有 価 証 券 売 却 益 31 122

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 0
投 資 有 価 証 券 評 価 損 3 3

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 48
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 4
法 人 税 等 調 整 額 628 633
少数株主損益調整前当期純損失 682
当 期 純 損 失 682
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連結株主資本等変動計算書

(平成26年 4 月 1 日から
平成27年 3 月31日まで)

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計
平 成 2 6 年 ４ 月 １ 日
期 首 残 高 411 390 1,115 △107 1,809

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △10 △10

当 期 純 損 失 （ △ ） △682 △682

自 己 株 式 の 取 得 △12 △12

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － △693 △12 △706
平 成 2 7 年 ３ 月 3 1 日
期 末 残 高 411 390 421 △120 1,103

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純資産合計その他有価証券

評価差額金
為 替 換 算 調
整 勘 定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

平 成 2 6 年 ４ 月 １ 日
期 首 残 高 12 93 6 112 1,921

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △10

当 期 純 損 失 （ △ ） △682

自 己 株 式 の 取 得 △12

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) △10 28 △9 9 9

連結会計年度中の変動額合計 △10 28 △9 9 △697
平 成 2 7 年 ３ 月 3 1 日
期 末 残 高 1 121 △2 121 1,224
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　連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
１．連結の範囲に関する事項

⑴　連結子会社の状況
・連結子会社の数　　　　　２社
・連結子会社の名称　　　　ケーブルシステム建設株式会社

愛知電子（中山）有限公司
⑵　非連結子会社の状況

・非連結子会社の名称　　　奥田電気工業株式会社
（連結の範囲から除いた理由）
　非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合
う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要
な影響を及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項
⑴　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社はありません。
⑵　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

・主要な会社等の名称　　　奥田電気工業株式会社
（持分法を適用しない理由）
　持分法非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分
に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影
響が軽微であり、かつ、全体として重要性がないため、持分法の適用範囲から
除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち在外子会社の愛知電子（中山）有限公司の決算日は12月31日
であります。連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の計算書類を使用
しておりますが、連結決算日との間で生じた重要な取引については、連結上必要
な調整を行っております。
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４．会計処理基準に関する事項
⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法

①　その他有価証券
イ．時価のあるもの………

ロ．時価のないもの………

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差
額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。

移動平均法による原価法を採用しております。
②　たな卸資産

イ．商品及び製品、原材
料、仕掛品……………

ロ．未成工事支出金………

ハ．貯蔵品…………………

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額
は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
算定）を採用しております。
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の
低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採
用しております。
最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用し
ております。

⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産……………

　　（リース資産を除く）
主として定率法（ただし、当社及び国内連結子会
社は平成10年４月１日以降に取得した建物（建物
附属設備を除く）については定額法）を採用して
おります。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物　　３～47年

②　無形固定資産……………
　　（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては社内に
おける利用可能期間（５年）、市場販売目的のソ
フトウェアについては販売可能な見込有効期間
（３年）に基づいております。

③　リース資産………………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
定額法を採用しております。

⑶　繰延資産の処理方法
　　社債発行費………………社債の償還までの期間にわたり定額法により償却

しております。
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⑷　重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金………………売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金………………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、
支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上し
ております。

③　工事損失引当金…………受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結
会計年度末における手持工事のうち損失の発生が
見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もるこ
とができる工事について、損失見込額を計上して
おります。

⑸　退職給付に係る会計処理の方法
①　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの
期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　数理計算上の差異は発生の翌連結会計年度に一括で費用処理し、過去勤務
費用は発生時より１年で費用処理しております。
　なお、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効
果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係
る調整累計額に計上しております。

⑹　重要な収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準

　①　当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
　　　工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
　②　その他の工事
　　　工事完成基準
⑺　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換
算差額は損益として処理しております。
　なお、在外子会社の資産又は負債は、在外子会社の期末決算日の直物為替相
場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換
算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

⑻　その他連結計算書類作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消
費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。
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連結貸借対照表に関する注記
⑴　有形固定資産の減価償却累計額 2,550百万円
⑵　担保に供している資産

建物及び構築物 208百万円
土　　　　　地 1,519百万円
合計 1,727百万円

　　　上記に対応する債務
短期借入金 650百万円
１年内返済予定の長期借入金 270百万円
１年内償還予定の社債 60百万円
長期借入金 331百万円
合計 1,312百万円

(根抵当権極度額　　　　1,327百万円)
⑶　保証債務
　　下記の会社の金融機関の借入債務に対し、保証を行っております。

奥田電気工業株式会社 30百万円
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　連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類
当連結会計年度期首
株 式 数

（株）

当連結会計年度増加
株 式 数

（株）

当連結会計年度減少
株 式 数

（株）

当 連 結 会 計 年 度 末
株 式 数

（株）
普 通 株 式 4,033,780 － － 4,033,780

⑵　自己株式の種類及び数に関する事項

株 式 の 種 類
当連結会計年度期首
株 式 数

（株）

当連結会計年度増加
株 式 数

（株）

当連結会計年度減少
株 式 数

（株）

当 連 結 会 計 年 度 末
株 式 数

（株）
普 通 株 式 ( 注 ) 395,183 34,000 － 429,183

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加34,000株は、取締役会決議による自己株式の取得による増
加であります。

⑶　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額

決議 株式の
種類

配当金の
総額

（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平 成 2 6 年 ６ 月 2 6 日
定時株主総会 普通株式 10 3 平成26年3月31日 平成26年6月27日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会
計年度となるもの

　該当事項はありません。

　金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機
関からの借入及び社債により資金を調達しております。
　受取手形、売掛金及び完成工事未収入金に係る顧客の信用リスクは、販売管理
規程及び与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証
券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行って
おります。

借入金及び社債の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期及
び社債）であり、このうち一部は、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒
されております。なお、デリバティブは内部管理規程に従い、実需の範囲で行う
こととしております。
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⑵　金融商品の時価等に関する事項
　平成27年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ
いては、次のとおりであります。

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額(＊) 時　価 (＊) 差 額

⑴現金及び預金 845 845 －

⑵受取手形及び売掛金 680 680 －

⑶完成工事未収入金 1,966 1,966 －
⑷投資有価証券

その他有価証券 30 30 －
⑸支払手形及び買掛金 (972) (972) －

⑹工事未払金 (533) (533) －

⑺短期借入金 (750) (750) －

⑻１年内償還予定の社債 (60) (60) －
⑼長期借入金
(１年内返済予定のものを含む) (1,765) (1,765) 0

(＊)　負債に計上されているものについては、(　)で示しております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
⑴現金及び預金、⑵受取手形及び売掛金、並びに⑶完成工事未収入金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことか 
ら、当該帳簿価額によっております。
⑷投資有価証券　その他有価証券
　これらの時価について、株式は取引所の価格に基づき算定しており、そ
の他は取引金融機関等から提示の価格に基づき算定しております。
⑸支払手形及び買掛金、⑹工事未払金、⑺短期借入金、並びに⑻１年内償

還予定の社債
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。
⑼長期借入金
　これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場
合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

２．非上場株式（連結貸借対照表計上額432百万円）は、市場価格がなく、
かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるため、「⑷投資有価証券　その他有価証券」
には含めておりません。
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１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 339円70銭
⑵　１株当たり当期純損失 187円57銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表
（平成27年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
完 成 工 事 未 収 入 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
未 成 工 事 支 出 金
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
関係会社短期貸付金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
繰 延 税 金 資 産
敷 金 及 び 保 証 金
工 業 団 地 積 立 金
破 産 更 生 債 権 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金

繰 延 資 産
社 債 発 行 費

3,977
672
95

565
1,814

509
14
9

117
30
65
83

△0
2,746
1,868

239
1
1
6

77
1,520

20
53
51
1

825
458
81

204
14
17
39
4

10
△4

0
0

流 動 負 債 3,353
支 払 手 形 434
買 掛 金 558
工 事 未 払 金 550
短 期 借 入 金 750
１年内返済予定の長期借入金 707
１ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 60
未 払 金 41
未 払 費 用 38
未 払 法 人 税 等 5
仮 受 消 費 税 等 81
未 払 消 費 税 等 61
未 成 工 事 受 入 金 4
預 り 金 22
賞 与 引 当 金 37
そ の 他 0

固 定 負 債 2,426
長 期 借 入 金 1,057
退 職 給 付 引 当 金 1,369

負 債 合 計 5,780
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 942
資 本 金 411
資 本 剰 余 金 390

資 本 準 備 金 386
そ の 他 資 本 剰 余 金 3

利 益 剰 余 金 261
利 益 準 備 金 35
そ の 他 利 益 剰 余 金 226

別 途 積 立 金 530
繰 越 利 益 剰 余 金 △303

自 己 株 式 △120
評 価 ・ 換 算 差 額 等 1

その他有価証券評価差額金 1
純 資 産 合 計 944

資 産 合 計 6,725 負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,725
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損　益　計　算　書
(平成26年 4 月 1 日から

平成27年 3 月31日まで)
（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 7,547
売 上 原 価 6,221

売 上 総 利 益 1,325
販売費及び一般管理費 1,455

営 業 損 失 129
営 業 外 収 益

受 取 利 息 0
受 取 配 当 金 7
為 替 差 益 1
受 取 賃 貸 料 12
そ の 他 6 28

営 業 外 費 用
支 払 利 息 20
そ の 他 1 22
経 常 損 失 123

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 91
投 資 有 価 証 券 売 却 益 25 117

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 0
投 資 有 価 証 券 評 価 損 3 3

税 引 前 当 期 純 損 失 9
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 4
法 人 税 等 調 整 額 625 629
当 期 純 損 失 638
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株主資本等変動計算書
(平成26年 4 月 1 日から

平成27年 3 月31日まで)
（単位：百万円）

株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本
剰余金 利益準備金

その他利益剰余金
別途積立金 繰越利益剰余金

平 成 2 6 年 ４ 月 １ 日
期 首 残 高 411 386 3 35 530 346

事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △10
当期純損失（△） △638
自己株式の取得
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 ― ― ― ― ― △649
平 成 2 7 年 ３ 月 3 1 日
期 末 残 高 411 386 3 35 530 △303

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券評価差額金
平 成 2 6 年 ４ 月 １ 日
期 首 残 高 △107 1,605 9 1,615

事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △10 △10
当期純損失（△） △638 △638
自己株式の取得 △12 △12 △12
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額) △7 △7

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △12 △662 △7 △670
平 成 2 7 年 ３ 月 3 1 日
期 末 残 高 △120 942 1 944
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重要な会計方針に係る事項に関する注記
1.　有価証券の評価基準及び評価方法

⑴　子会社株式……………………………移動平均法による原価法を採用しておりま
す。

⑵　その他有価証券
①　時価のあるもの……………………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定）を採用し
ております。

②　時価のないもの……………………移動平均法による原価法を採用しておりま
す。

2.　たな卸資産の評価基準及び評価方法
⑴　商品及び製品、原材料、仕掛品……総平均法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に
より算定）を採用しております。

⑵　未成工事支出金………………………個別法による原価法（貸借対照表価額は収
益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
り算定）を採用しております。

⑶　貯蔵品…………………………………最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性
の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）を採用しております。

3.　固定資産の減価償却の方法
⑴　有形固定資産…………………………
　　（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年４月１日以降に
取得した建物（建物附属設備を除く）につ
いては定額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであり
ます。
建物　　　　　　　　３～47年
工具、器具及び備品　２～20年

⑵　無形固定資産…………………………
　　（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては
社内における利用可能期間（５年）、市場
販売目的のソフトウェアについては販売可
能な見込有効期間（３年）に基づいており
ます。

⑶　リース資産……………………………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零
とする定額法を採用しております。
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4.　繰延資産の処理方法
　　社債発行費……………………………社債の償還までの期間にわたり定額法によ

り償却しております。
5.　引当金の計上基準

⑴　貸倒引当金……………………………売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるた
め、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別
に回収可能性を検討し、回収不能見込額を
計上しております。

⑵　賞与引当金……………………………従業員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、支給見込額のうち当事業年度負担
額を計上しております。

⑶　退職給付引当金………………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年
度末における退職給付債務の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付
見込額を当事業年度末までの期間に帰属さ
せる方法については、給付算定式基準によ
っております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費
用処理方法
　数理計算上の差異は発生の翌事業年度に
一括で費用処理し、過去勤務費用は発生時
より１年で費用処理しております。

⑷　工事損失引当金………………………受注工事に係る将来の損失に備えるため、
当事業年度末における手持工事のうち損失
の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理
的に見積もることができる工事について、
損失見込額を計上しております。
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6.　収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準

⑴　当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

⑵　その他の工事
工事完成基準

7.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額
　　は損益として処理しております。
8.　その他計算書類作成のための基本となる事項

⑴　退職給付に係る会計処理
　退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額
の会計処理方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なって
おります。

⑵　消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費
税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

貸借対照表に関する注記
⑴　関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 3百万円
短期金銭債務 84百万円

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 2,203百万円
⑶　担保に供している資産

建　　　　物 208百万円
土　　　　地 1,519百万円
合計 1,727百万円

上記に対応する債務
短期借入金 650百万円
１年内返済予定の長期借入金 270百万円
１年内償還予定の社債 60百万円
長期借入金 331百万円
合計 1,312百万円

（根抵当権極度額 1,327百万円)
⑷　保証債務
　　下記の会社の金融機関の借入債務に対し、保証を行っております。

奥田電気工業株式会社 30百万円
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損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

売上高 10百万円
仕入高及び工事外注費等 587百万円
営業取引以外の取引高 14百万円

株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び数に関する事項

自己株式の種類
当 事 業 年 度 期 首
株 式 数

（株）

当 事 業 年 度 増 加
株 式 数

（株）

当 事 業 年 度 減 少
株 式 数

（株）

当 事 業 年 度 末
株 式 数

（株）
普 通 株 式 (注 ) 395,183 34,000 － 429,183
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加34,000株は、取締役会決議による自己株式の取得による増

加であります。

税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
たな卸資産評価損否認額 100百万円
貸倒引当金 1百万円
賞与引当金 12百万円
退職給付引当金 438百万円
投資有価証券評価損否認額 7百万円
繰越欠損金 95百万円
その他 11百万円

繰延税金資産小計 666百万円
評価性引当額 △586百万円

繰延税金資産合計 80百万円
繰延税金負債

未収還付事業税 △0百万円
その他有価証券評価差額金 △0百万円

繰延税金負債合計 △0百万円
繰延税金資産の純額 80百万円
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関連当事者との取引に関する注記
子会社等

種類 会社等の名称
又は氏名

資本金又は
出資金
(百万円)

事業の
内容

又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
(百万円)

子会社 ケーブルシス
テム建設㈱ 20

ケーブルテレ
ビシステムの
設計、施工、
メンテナンス

所有
直接

100.00
施工、メンテナ
ンスの外注依頼

機 器 の 販 売
(注1) 10 売 掛 金 1

工事の施工・
メンテナンス
(注1)

355
工事未払金
未 払 金

73
0

賃貸料(注2) 12

上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれてお
ります。
取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）1.　機器の販売及び工事の施工・メンテナンスについては市場価格を勘案して一般的取引条件
と同様に、交渉の上決定しております。

　　　2.　近隣の取引実勢等に基づいて決定しております。

１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 262円13銭
⑵　１株当たり当期純損失 175円60銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

　記載の金額は、表示単位未満を切捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成27年５月15日

シンクレイヤ株式会社
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人トーマツ
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 水 野 信 勝 ㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 伊 藤 達 治 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、シンクレイヤ株式会社の平成26年４月
１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
及びその他の注記について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結
計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討
する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

－ 33 －



監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、シンクレイヤ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係
る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成27年５月15日

シンクレイヤ株式会社
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人トーマツ
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 水 野 信 勝 ㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 伊 藤 達 治 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、シンクレイヤ株式会社の平成26年
４月１日から平成27年３月31日までの第53期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書につい
て監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算
書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と
判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びそ
の附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥
当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及び
その附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画
を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するた
めの手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及
びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的
は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及
びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第53期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以
下のとおり報告致します。

1.　監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査方針、監査計画、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整
備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び
主要な事業所等において業務及び財産の状況を調査致しました。また、事業報告に記載されてい
る取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の
業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定
める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統
制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告
を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締
役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けま
した。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討致し
ました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月
28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の作成のための基本と
なる重要な事項及びその他の注記）について検討致しました。
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2.　監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項
は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成27年５月20日

シンクレイヤ株式会社　監査役会
常勤監査役（社外監査役） 成 田 篤 彦 ㊞
監 査 役（社外監査役） 葛 谷 昌 浩 ㊞
監 査 役（社外監査役） 渡 邉 綾 子 ㊞

以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由
会社法改正に伴い、補欠監査役の予選の効力に関する定款規定（現行第33
条）中の根拠条文の項数を変更するものであります。

２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案

第１条～第32条　　<　条文省略　> 第１条～第32条　　<　現行どおり　>

（監査役の任期） （監査役の任期）
第33条　　<　第１項　条文省略　>
　　　　　<　第２項　条文省略　>
　　　３．会社法第３２９条第２項に基づき

選任された補欠監査役の選任決議が
効力を有する期間は、選任後４年以
内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会開始の時
までとする。

　　　　　<　第４項　条文省略　>

第33条　　<　第１項　現行どおり　>
　　　　　<　第２項　現行どおり　>
　　　３．会社法第３２９条第３項に基づき

選任された補欠監査役の選任決議が
効力を有する期間は、選任後４年以
内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会開始の時
までとする。

　　　　　<　第４項　現行どおり　>

第34条～第48条　　<　条文省略　> 第34条～第48条　　<　現行どおり　>
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第２号議案　取締役６名選任の件
　取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役６名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１
やま
山

ぐち
口

まさ
正

ひろ
裕

(昭 和 2 9 年 ８ 月 2 0 日 生 )

昭和
昭和
平成
平成
平成
平成

57
63
元
３
６
６

年
年
年
年
年
年

６
５
５
６
５
９

月
月
月
月
月
月

当社入社
当社取締役海外事業部長
当社常務取締役
当社専務取締役
当社代表取締役社長（現任）
愛知電子（中山）有限公司董
事長（現任）

1,034,230株

<重要な兼職の状況>
愛知電子（中山）有限公司董事長

<当社における地位及び担当>
取締役社長（代表取締役）

２
あお
青

やま
山

しげ
繫

ゆき
行

(昭和28年11月23日生)

昭和
平成
平成
平成

平成
平成
平成
平成

平成

52
11
14
16

17
18
24
26

27

年
年
年
年

年
年
年
年

年

４
６
４
10

６
４
４
７

４

月
月
月
月

月
月
月
月

月

当社入社
当社取締役技術生産本部長
当社取締役ＳＩ本部長
当社取締役技術部門担当兼技
術統括部長
当社取締役技術統括部長
当社取締役システム統括部長
当社取締役営業推進本部長
当社常務取締役兼営業推進本
部長
当社常務取締役（現任）

31,000株

<重要な兼職の状況>
愛知電子（中山）有限公司董事

<当社における地位及び担当>
常務取締役

※３
みや
宮

がわ
川

けん
賢

じ
次

(昭 和 2 4 年 １ 月 3 0 日 生 )

昭和

平成

平成
平成

平成
平成

47

22

23
25

26
26

年

年

年
年

年
年

４

６

６
６

６
９

月

月

月
月

月
月

中電工事株式会社（現　株式
会社シーテック）入社
株式会社シーテック取締役　
長野支社長
同社取締役　情報通信本部長
同社常務取締役　情報通信本
部長
同社退社
当社入社　顧問（現任）

－

－ 40 －



候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

４
くに
國

え
江

 
　

さとし
敏

(昭 和 2 9 年 １ 月 1 5 日 生 )

平成

平成
平成
平成

平成

平成

16

16
17
19

21

25

年

年
年
年

年

年

４

６
６
６

４

４

月

月
月
月

月

月

株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式
会社三菱東京ＵＦＪ銀行）よ
り当社出向
当社監査役
当社取締役経理部長
当社取締役管理本部長兼経理
部長（出向解）
当社取締役管理本部長兼管理
部長
当社取締役管理本部長（現
任）

14,000株

<重要な兼職の状況>
愛知電子（中山）有限公司董事

<当社における地位及び担当>
取締役管理本部長

５
たけ
竹

うち
内

ゆき
幸

お
夫

(昭 和 2 9 年 1 0 月 ３ 日 生 )

昭和
平成
平成
平成
平成
平成

52
12
14
23
24
27

年
年
年
年
年
年

４
４
４
６
４
４

月
月
月
月
月
月

当社入社
当社西日本支店長
当社中部支店長
当社取締役中部支店長
当社取締役営業本部長
当社取締役営業本部長兼中部
支店長（現任）

5,300株

<当社における地位及び担当>
取締役営業本部長兼中部支店長

６
やま
山

ぐち
口

よし
嘉

たか
孝

(昭 和 3 6 年 ３ 月 ３ 日 生 )

昭和
平成
平成
平成

58
21
25
25

年
年
年
年

４
４
４
６

月
月
月
月

当社入社
当社製造部長
当社可児工場長兼製造部長
当社取締役可児工場長兼製造
部長（現任）

109,000株

<当社における地位及び担当>
取締役可児工場長兼製造部長

（注）１．候補者番号「※」印は、新任取締役候補者であります。
２．各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
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第３号議案　補欠監査役１名選任の件
　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任を
お願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

ふ り が な

氏　　　　　名
（ 生 年 月 日）

略 歴
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

い し

石
は ら

原
し ん

真
じ

二
（ 昭和29年11月３日 ）

昭和
昭和

平成
平成

平成
平成

平成
平成
平成

60
60

３
13

15
15

19
21
25

年
年

年
年

年
年

年
年
年

４
４

７
４

９
12

４
４
６

月
月

月
月

月
月

月
月
月

弁護士登録
石原法律事務所（現　石原総合法律事務
所）入所
株式会社オータケ監査役（現任）
名古屋弁護士会（現　愛知県弁護士会）副
会長
中部弁護士会連合会理事
豊島株式会社監査役（現任）
小林記録紙株式会社監査役（平成19年10月
小林クリエイト株式会社に商号変更）（現
任）
株式会社トーエネック監査役
愛知県入札監視委員会委員
矢作建設工業株式会社社外取締役（現任）

－

（注）１．石原真二氏の在籍する石原総合法律事務所と当社とは法律顧問契約を締結
しております。

２．石原真二氏は、社外監査役の補欠として選任するものであります。
３．石原真二氏を補欠の社外監査役候補者とする理由、社外監査役としての職

務を適切に遂行することができると判断する理由及び社外監査役との責任
限定契約について

(1) 社外監査役候補者の選任理由及び独立性について
　　石原真二氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与

された経験はありませんが、弁護士としての専門的見地から企業法務に精
通し、企業経営に関する十分な見識を有していることから、当社の監査体
制に生かして頂けるものと判断し、補欠の社外監査役として選任をお願い
するものであります。

(2) 社外監査役との責任限定契約について
　　当社は、社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、社

外監査役との間に責任限定契約を締結しております。従って、石原真二氏
が監査役に就任された場合には社外監査役として当社との間で責任限定契
約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、
法令が規定する額と致します。

以　上
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メ　　モ



株主総会会場ご案内図

会場　　名古屋市中区千代田二丁目21番18号
シンクレイヤ株式会社　３階会議室
TEL　052－242－7871

●JR中央線鶴舞駅／地下鉄鶴舞線鶴舞駅①出口より徒歩６分
●地下鉄名城線・地下鉄鶴舞線上前津駅②出口より徒歩８分
※会場には駐車可能台数が少ないため、公共交通機関をご利用ください

ますようお願い申しあげます。


